
うるま市照間海岸清掃実施要領 
 

 
＜趣 旨＞ 
 
 照間海岸は県道３７号線沿いに面し、海中道路へ続く景勝地として観光客がドラ

イブをする光景を目にする。しかし、海岸沿いには多くの漂着ゴミが見受けられ、

観光立県を掲げる本県にとってマイナスイメージである。そこで「美ら海・美ら島

沖縄」実現の一環として、海岸清掃を実施し、海浜の浄化とともに環境保全意識の

高揚を図ることを目的とする。 
 
１．主催 
  沖縄県農林水産部中部農林土木事務所 
 
２．日時 
  令和元年 11 月 14（木） 
   １４：００  集      合    
   １４：０５  作業開始あいさつ    
      １４：１５  作 業 方 法 説 明    
   １４：２０  作 業 開 始 
     ～ 
   １５：３５  作 業 終 了 
   １５：４０  作業終了あいさつ    
   １６：００  解      散 

 
※（予備日：11 月 29 日 14:00～ 台風等により上記日時での開催が困難な場合、 

前日までに中部農林土木事務所ホームページで周知、各関係機関への連絡を行う） 
 
３．清掃場所及び集合場所 
  清掃場所：うるま市照間海岸 

集合場所：県道具志川沖縄線（バイパス終点Ｔ字交差点信号機前） 
  ※別紙１「清掃場所及び集合場所図」 
 
４．清掃参加団体 
  沖縄県中部農林土木事務所、うるま市、照間地区自治会、ボランティア 

～ 



 
 
 
５．臨時駐車場について 
   臨時駐車場は、海岸管理用道路（護岸沿い）です。※別紙１参照 
  先頭から順に詰めていきますので、清掃終了まで車両は動かせません。 
  駐車場係の指示に従い、事故のないようよろしくお願いします。 
 
６．広報活動 
  建設業協会、コンサルタンツ協会、マスコミ→中部農林土木事務所が連絡 
  うるま市広報、地域関係者（照間区、土地改良区）→うるま市が連絡 
 
７．作業範囲 
  海岸清掃・・・砂浜での清掃 
   
８．作業内容 
  （１）ゴミの収集 

海岸へ漂着したゴミ及び投棄ゴミを袋詰めし、収集する。 
ア、一般ゴミ（うるま市ボランティア袋で収集） 

紙、衣類、ビニール、プラスチック、食品トレイ、ポリ容器 
木の枝（指定袋に入る程度の大きさ）、生ゴミ 
食器、釘類、なべ、やかん、カミソリ、化粧品のビン 
アルミ及び鉄製の蓋飲料用ビン、スチール缶、 
アルミ缶、ペットボトル 

イ、危険ゴミ（別途袋を用意） 
蛍光灯、電球、乾電池、バッテリー 

ウ、粗大ゴミ（直接コンテナへ） 
タンス、机、ベッド、ソファー、ふとん、食器棚、畳、自転車 
タイヤ、ドラム缶 

          エ、流木 
オ、不発弾及び危険物等 

主催者へ連絡し絶対さわらないこと 
 
 
 
 



 
 

 
  （２）ゴミの処理方法 
     上記ア～エは混合ゴミとして護岸背後の水叩き沿いに集める。 

処理は廃棄物処理業者に委託する。 
     但し、イの危険ゴミについては、処理業者の指示に従うこと。 
     エの不発弾及び危険物等は最寄りの交番に連絡する。 
 

★無理なく、事故無く、そして楽しく。海岸をきれいにすることが出来れ

ば良しとする。 

 
９．清掃用具 
  軍手、ちりとり、ゴミ袋（ボランティア用）は、中部農林土木事務所で準備す

る。（軍手は数に限りあり可能な限り持参願います） 
  ノコギリ等を準備できる方は持参願います。 
   
１０．ゴミ処分 
  廃棄物処理業者へ委託し、中部農林土木事務所で対応する。 
 
１１．救急体制 
  救急セット（傷薬、ばんそうこう等）を、中部農林・うるま市で準備する。 
 
１２．飲み物等 
  飲み物・茶菓子等を、中部農林・うるま市で準備する。 
 
 


